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飛騨寿楽苑 個浴浴槽仕様書 

 

１．品目名/数量 

  バスタブ…………………………２台（右仕様 1 台、左仕様 1 台） 

  リフト付シャワーキャリー……２台 

  ※搬入・仮設置・据付・調整・撤去・処分費用を含む。 

 

２．納入先 

  飛騨市古川町是重 102 

  社会福祉法人 岐阜県福祉事業団 岐阜県立飛騨寿楽苑 弐之町 1 丁目および同町 2 丁目 

  ※別紙、浴槽配置図面のとおり。 

 

３．納入期限 

  令和 7 年 11 月 28 日（金）まで 

 

４．性能・機能に関する要件 

 

バスタブ 

 

リフト付シャワーキャリー 

寸法 外形寸法 全長 1,500 ㎜、全高 675 ㎜、全幅 825 ㎜相当 

浴槽内寸 長辺 1,240 ㎜、短辺 550 ㎜、深さ 535.5 ㎜相当 

重量 74 ㎏相当 

満水量 325ℓ相当 

構造 ・工事不要で導入できる、据置型のバスタブであること。 

・リフト付シャワーキャリーのシートを浴槽にスライドできるレールが装備

されているもの。 

・レールはストッパーがあり、リフト付シャワーキャリーのシートをスライド

する際、脱落を防止できるもの。 

・組み立て方により、スライドを左仕様・右仕様にすることができるもの。 

参考品形式 バスタブ LBS-150（(株)いうら） 

寸法 全長 1,065 ㎜、全高 1,245~1,575 ㎜、全幅 550 ㎜相当 

座面 座面奥行 375 ㎜、座面高 415~720 ㎜、座面幅 420 ㎜相当 

重量 64kg 相当 

耐荷重 100 ㎏相当 

安全装置 故障等により昇降スイッチを押してもシートが動かない場合に、非常スイッチ

でシートを昇降させることができるもの。 
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５．現地調査について 

  現地調査を行う場合は、事前に担当者へ連絡すること。 

  調査日は、平日９時から 17 時までとする。 

  調査可能日は、入札 1 週間前までとする。 

 

６．納入物品について 

  上記参考品以外のものを提案する場合は、カタログ、製作図等で事前に当苑の承認を得たも 

のであること。事前に承認を受けていない物品での入札はできないこととする。 

提案する場合は、入札執行日の５日前までに入札公告別紙「質疑書」により提出してください。

なお、回答は入札執行日の 3 日前までに入札参加者全員に対して発信します。 

 

７．性能・機能外の要件 

  （１）搬入・仮設置・据付・調整・撤去条件 

     既存浴槽の撤去と新浴槽の搬入･仮設置は平日かつ同日に行い、据付・調整は当苑が指 

定する別の平日（搬入日から 10 日前後を予定）に行うこと。（給湯･給水･排水の工事が 

必要であるため。） 

     なお、時間については後日調整する。 

※迅速な対応を行うとともに入浴介助業務に支障を来さないよう配慮すること。 

     ※給湯･給水･排水の工事は当苑契約業者が施工するため､接続費等に含めないこと｡ 

※契約後に追加工事が必要となった場合には落札業者の費用負担とする。 

 

  （２）処分条件 

構造 ・座面の高さを電動で調整できるものであり、スイッチが左右両側に装備され

ており、両側から操作できるもの。 

・背面と座面が連動するチルト機能があり、座面の角度を 9~16°、背面の角

度を 13~20℃の間を電動で調整できるもの。 

・前輪キャスターブレーキレバーの外側を踏み込むとブレーキがかかるもの。 

・後輪キャスターブレーキレバーを前に倒すと、後 2 輪とも同時にブレーキが

かかるもの。 

・着脱式のヘッドサポートがあり、左右のツマミで高さ調節ができるもの。 

・跳ね上げ式のアームサポートがあるもの。 

・跳ね上げ、回転、着脱ができるフットサポートがあるもの。 

・座面下に収納式のまたぎサポートがついており、入浴者の足を乗せること

で、介助者が足元を支えることなく浴槽とキャリーとの移動ができるもの。 

・マットファスナーを外すと、マットを取り外すことができるもの。 

参考品形式 リフト付シャワーキャリー LS-550（(株)いうら） 
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既存の個浴浴槽は法令に則り適切に処理すること。 

既存機器 OG 技研㈱マキーナ HK-710………………２台 

 

  （３）保守・障害支援体制 

    ・検査確認後、通常の使用により故障した場合は、メーカー保証により修理対応するこ

と。 

    ・障害時において､原則、通報を受けてから翌営業日までに来苑することとともに入浴介 

助に支障を来さないよう配慮すること。 

 

８．その他 

  （１）教育体制 

     使用方法等の教育訓練は、据付･調整と同日で当苑が指定する日時、場所で行うこと。 

 

  （２）説明書・マニュアル等 

     説明書・マニュアル等は、冊子 2 部以上を提供すること。 


